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特集●雇用の変化と社会保険

非正規雇用増加の要因としての
社会保険料事業主負担の可能性
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Ⅰ　は じ め に

　短時間労働者を中心とする非正規雇用拡大の要
因として，短時間労働者は事業主の保険料負担が
要らないことが挙げられることがある。これは，
事業主負担の帰着問題の一種と捉えることもでき
る。はたして，社会保険料負担を回避するために
短時間労働者が需要されているという事実は本当
にあるのか。本稿では内外の既存研究の動向を整
理したうえで，各種の調査等から得られる情報を
総合する等して，日本における実態の把握と適用
拡大時の影響を推測する。

金　明　中
（ニッセイ基礎研究所准主任研究員）

パートやアルバイトなどを含む非正規雇用労働者の割合が毎年増加している。事業主が非
正規雇用労働者を雇う最も大きな理由としては賃金や賃金以外の労務コストの削減が考え
られる。正規労働者の代わりに非正規雇用労働者を雇うことで事業主の労務コストはなぜ
削減できるだろうか。その答えは正規労働者に比べて相対的に低い非正規雇用労働者の賃
金や，公的社会保険制度の適用率から説明できる。本稿では社会保険料の事業主負担が非
正規雇用増加に与えた影響を見るために，先行研究を再考するとともに，非正規労働の増
加要因が供給側にあるのか，需要側にあるのかを確認するためにシフト・シェア分析を行っ
た。先行研究の分析結果によると，事業主は増え続ける社会保険料に対する負担を回避す
るために，①社会保険料に対する事業主負担分を労働者の賃金へ転嫁，②社会保険が適用
されない非正規雇用労働者の雇用拡大，③既存の正規労働者の労働時間の延長や新規採用
の縮小，④短時間労働者の労働時間の短縮などの対策を実施していることがわかった。ま
た，シフト・シェア分析でも最近の非正規労働の増加は供給要因よりは需要要因が強いと
いう結果が出た。但し，既存の社会保険料の帰着に関する内外の大部分の研究が，社会保
険料の賃金への帰着に集中しており，雇用量への帰着や雇用形態の切り替えを分析した研
究はまれであり，この部分に対するより活発な研究が行われる必要性を再認識した。政府
は今後非正規雇用労働者のセーフティネットを強化し，女性の就業意欲を促進する目的で
短時間労働者に対する社会保険の適用を拡大する計画であるが，このような政府の動きが，
社会保険料に対する負担を回避しようとする事業主の行動にどのような影響を与えるか今
後の動向に注目する必要がある。
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Ⅱ　非正規雇用の現状と拡大の要因

　パートやアルバイトなどを含む非正規雇用労働
者の数が毎年増加している。1984 年に 15.3％で
あった非正規雇用労働者の割合は 2003 年に
30.4％を超え，2014 年には 37.4％まで上昇してお
り，いまや労働者の 3 人に 1 人以上が非正規雇用
労働者として働いている。
　図 1 は，日本における男女別非正規雇用労働者
割合の推移を 1984 年から 2014 年にかけてみたも

のである｡ 男性の非正規雇用労働者の割合は
1984 年の 7.7％から 2014 年に 21.8％に，女性の
それは同期間に 29.0％から 56.7％に上昇してお
り，�女性労働者の過半数が非正規雇用労働者とし
て働いていることから，労働力の非正規化は女性
において顕著にみられる。
　しかしながら，最近 20 年間における非正規雇
用労働者の年平均増減率は，男性が 3.7％で女性
の 2.3％より高く，最近の労働力の非正規化は女
性よりも，男性を中心に進んでいることが分かる。
つまり，長引く景気低迷や経済のグローバル化に

図 1　非正規雇用労働者の割合や増減率の推移（男女別）

資料出所：総務省『労働力調査』より筆者作成

15.3 17.6 20.2 20.8 21.5
24.9

29.4
32.6 34.1 35.1 37.4

7.7 7.6 8.8 9.4 9.4 11.1
15.0 17.7 19.2 19.9 21.8

29.0
34.3

38.1 38.5 39.8
45.2

49.3
52.5 53.6 54.4 56.7

－20

－10

0

10

20

30

40

50

60

70

1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

%

増減率（男性） 増減率（女性） 男女計 男性 女性

図 2　正社員以外の労働者の活用理由

資料出所：厚生労働省『平成 22 年就業形態の多様化に関する総合実態調査』（2010）
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より，長い間堅く守られてきた壮年男性の「正規
職」という壁が崩壊し始めたのである。
　非正規雇用労働者が増加している理由は供給サ
イドと需要サイドに区分することができる。厚生
労働省（2010）の調査結果では，供給サイドの理
由（正社員以外の労働者（出向社員を除く）が現在
の就業形態を選んだ理由）として，「自分の都合の
よい時間に働けるから」（38.8％），「家計の補助，
学費等を得たいから」（33.2％），「通勤時間が短い
から」（25.2％），「家庭の事情（家事・育児・介護等）
や他の活動（趣味・学習等）と両立しやすいから」

（24.5％）などが挙げられている。一方，需要サイ
ドの理由（正社員以外の労働者を活用している理由，
複数回答）としては，「賃金の節約のため」が
43.8％で，最も高い割合を占め，その次は「1 日，
週の中の仕事の繁閑に対応するため」（33.9％），

「賃金以外の労務コストの節約のため」（27.4％）
の順であった（図 2）。特に，「賃金以外の労務コ
ストの節約のため」と答えた事業所の割合は
2007 年の 21.1％から 2010 年には 27.4% に増加し，
増加幅が最も大きかった。これは社会保険の保険
料率が同期間に引き上げられたことが原因かも知
れない。例えば，厚生年金の保険料率は 2007 年
の 14.996％から 2010 年には 16.418％に，また同
期間における介護保険や健康保険（協会けんぽ）

の保険料率はそれぞれ 1.23％や 8.20％から 1.50％
や 9.34％に引き上げられた。
　他に 2007 年に比べて正社員以外の労働者の活
用理由が大きく増加した項目としては，「正社員
の育児・介護休業対策の代替のため」（2.6％から
6.7% に），「高年齢者の再雇用対策のため」（18.9％
から 22.9% に）が挙げられる。こうした項目の回
答割合が増加した背景としては，改正育児・介護
休業法の施行による休業取得者数の増加，就業を
希望する高年齢者の増加などが考えられる。
　正規労働者の代わりに非正規雇用労働者を雇う
ことで企業の労務コストはなぜ削減できるだろう
か。その答えは正規労働者に比べて相対的に低い
非正規雇用労働者の賃金や，公的社会保険制度の
適用率から説明できる。
　厚生労働省（2014）による，雇用形態別の賃金
を見ると，正社員・正職員以外の月平均賃金は
20.0 万円（年齢 46.1 歳，勤続年数 7.5 年）で，正社員・
正職員の 31.8 万円（年齢 41.4 歳，勤続年数 13.0 年）
の 63% に留まっている。図 3 と図 4 は男女の雇
用形態別賃金カーブを示しており，男女共にすべ
ての年齢階層で正社員・正職員の賃金が正社員・
正職員以外の賃金より高くなっている。さらに，
正社員・正職員の場合は，年齢が上がれば上がる
ほど，一定年齢まで賃金水準が上昇しているが，

論　文　非正規雇用増加の要因としての社会保険料事業主負担の可能性

図 3　雇用形態別賃金カーブ（男性，月給ベース）

資料出所：厚生労働省『平成 26 年賃金構造基本統計調査結果の概況』（2014）
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正社員・正職員以外は年齢が上がっても賃金がほ
とんど上昇しておらず，賃金格差がますます広
がっている。特に，男女共に 50 ～ 54 歳の年齢階
層で雇用形態による賃金格差が最も大きく，男性
は 201.7 万円，女性は 114.5 万円の差が発生して
いる。つまり，長期的な視点に基づいたキャリア
の形成を前提として，正社員・正職員の賃金は勤
続が長くなるにしたがって賃金が上がる仕組みに
なっているのに対して，正社員・正職員以外の賃
金は勤続が長くなってもほとんど変化していな
い。両者における賃金格差は，主に勤続年数に伴
う賃金の上昇度の違いにより生じており，このこ
とは，職場の高齢化が進むほど，非正規雇用労働
者の活用により人件費を大きく節約できるという
ことにつながると考えられる。
　企業が非正規雇用労働者の雇用により，コスト
が削減できるもうひとつの理由として，週当たり
の労働時間等によって，社会保険に加入しなくて
もいい社会保険の適用例外ルールの存在が考えら
れる。日本における労働者の社会保険は，原則と
して事業所を単位として加入することになってお
り，労働者が社会保険に加入するためには，まず，
労働者本人の勤める会社が社会保険に加入してい
る事業所（適用事業所）である必要がある。会社
が法人の場合（株式会社や有限会社など）は，従業

員の人数に関係なく，全て社会保険の適用事業所
になるが，個人経営の場合，非適用業種 1）は従
業員が何人いても適用事業所にならない。それ以
外の業種は，従業員が 5 人以上いる場合は，適用
事業所になる。社会保険は常用的な使用関係が認
められれば加入することになるが，1 週間の労働
時間や 1 カ月の労働日数が国の定めた基準以下で
ある場合は，常用的な使用関係として認められず，
社会保険の加入から除外される。常用的使用関係
にあるかどうかは，労働日数，労働時間，雇用契
約期間，就労状況，職務内容等から総合的に判断
される。
　社会保険の加入条件を各社会保険ごとに確認す
ると，まず，労災保険の場合，原則として 1 人で
も労働者を使用する事業は，業種の規模の如何を
問わず，すべて適用事業場となり保険関係が成立
するので，事業主は加入手続を行う義務が生じる。
パートタイマー，嘱託，契約社員等すべての労働
者に適用される。但し，暫定任意適用事業の場合
には，労災保険に加入するかどうかは，事業主の
意思又は当該事業に使用される労働者の意思に任
されており，事業主が任意加入の申請をし，認可
されれば，労災保険に加入することができる。
　雇用保険の場合は，①１週間の所定労働時間が
20 時間以上であり，② 31 日以上の雇用見込みが

図 4　雇用形態別賃金カーブ（女性，月給ベース）

資料出所：厚生労働省『平成 26 年賃金構造基本統計調査結果の概況』（2014）
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ある労働者は，事業所規模に関わりなく，原則と
して全て雇用保険の被保険者となる。1 週間の所
定労働時間が 20 時間未満である者や 4 カ月以内
の季節的業務に雇用される者，65 歳に達した日
以後に雇用される者などは雇用保険の適用から除
外される（表 1）。
　厚生年金や健康保険は，被保険者 1 人以上のす
べての法人事業所や常時従業員 5 人以上を雇用し
ている個人事業所の場合，加入が法律で義務付け
られており，その事業所に常時雇用される者は被
保険者になる。パートタイマー等も事業所と常用
的使用関係にある場合は，被保険者となる。例え
ば，現在の基準としては 1 日または 1 週間の勤務
時間や１カ月の勤務日数が，その事業所の一般社
員のおおむね 4 分の 3 以上である場合は，被保険

者として認められる。被保険者とされない労働者
は，短時間労働者，4 カ月以内の季節的業務に雇
用される者，日々雇用される者，2 カ月以内の期
間を定めて使用される者などである。
　介護保険の被保険者は，65 歳以上の第 1 号被
保険者と 40 歳から 65 未満の第 2 号被保険者に区
分され，健保組合の被保険者である 40 歳から 65
未満の労働者が介護保険の加入対象になる。

Ⅲ　社会保険料の現状と社会保険料に対
する企業意識

1　社会保険料の現状

　現在，日本で実施されている雇用者の社会保険

論　文　非正規雇用増加の要因としての社会保険料事業主負担の可能性

表 1　日本における社会保険制度の適用例外

労災保険 雇用保険 健康保険 厚生年金 介護保険

個人事業主等
・個人事業の事業主及び同居の親族
・�法人の代表者，取締役，監査役など委任

関係にある者

・�個人事業の家族従事者（法人の役員（社長，取締役，理事，幹
事等）も常態として勤務して報酬を受けていれば加入する。）

労働時間

・�労災保険は個人で
はなく事業場にか
かる保険になるの
で，そこに使用さ
れる労働者は労働
時間や勤務日数に
関係なく適用

・�1 週間の所定労働
時間が 20 時間未
満である者

・�短時間労働者（1 日または 1 週間の勤務時間や１カ月の勤務日
数が，その事業所の正規の従業員のおおむね 4 分の 3 以上の場
合は，被保険者となる。）

季節的労働 ・�4 カ月以内の季節的業務に雇用される者

日雇い労働 適用
・�日々雇用される者 ・�日々雇用される者

・�2 カ月以内の期間を定めて使用される者

年齢制限 特になし
・�65 歳に達した日以

後に雇用される者
・�75 歳からは後期

高齢者制度
・70 歳以上

・�40 歳 未 満，65 歳
以上

臨時労働 適用
・�臨時内職的に雇用

される者
・�臨時的事業の事業所に 6 カ月以内の期間を定めて使用される者

住まい ・�海外居住者（日本国内に住所を有さない人）�

適用除外施設の
入所者

・�身体障害者療養施設やハンセン病療養所などは非適用

外国人 ・�短期滞在の外国人（在留資格 1 年未満の人）�

事業所の
所在地等

・�事業所又は事務所で所在地が一定しない者に使用される者

国家公務員，地
方公務員など

・�国，都道府県，市町村等に雇用される者，法律によって組織された共済組合の組合員，私学教職員共済制度
の加入者

暫定任意
適用事業所

①民間の個人経営の農業の事業であって，5 人未満の労働者を使用するもの。
②�民間の個人経営の林業の事業であって，労働者を常時は使用せず，かつ，1 年以内の期間において使用延べ

人員が 300 人未満のもの。
③民間の個人経営の漁業の事業であって，5 人未満の労働者を使用するもの。
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制度は，雇用保険，労災保険，医療保険，介護保
険，厚生年金保険という 5 つの制度であり，雇用
保険と労災保険を除いて，社会保険料に対する負
担は原則的に労使折半になっている（表 2，表 3）。
　雇用保険の保険料率は，事業主と労働者が半分
ずつ費用を負担する「失業等給付」と（1.0％～
1.2％），事業主のみが負担する雇用保険二事業（雇
用安定事業，能力開発事業）（0.35％～ 0.65％）に区
分される。また，事業の種類を「一般の事業」，「農
林水産清酒製造の事業」，「建設の事業」の 3 つに
設定しており，事業により保険料率が異なる（1.35
～ 1.65％）。
　労災保険は，労働者災害補償保険法に基づく制
度で，業務上災害又は通勤災害により，労働者が
負傷した場合，疾病にかかった場合，障害が残っ
た場合，死亡した場合等について，被災労働者又
はその遺族に対し所定の保険給付を行う制度であ
る。労災保険の保険料は全額事業主負担になって

おり，保険料率は事業の種類ごとに細分化され，
労災発生の危険度に応じて料率が異なる。2015
年 4 月現在における保険料率は 0.25％から 0.88％
が適用されている。
　雇用者が加入する医療保険は，中小企業の雇用
者が加入する協会けんぽと大企業の雇用者が加入
する健康保険組合に区分することができる。協会
けんぽは，2008 年 9 月までには政府管掌健康保
険という名前で社会保険庁が運営していたが，そ
れ以降は全国健康保険協会が設立され，協会が運
営することとなった。保険料率は政府管掌健康保
険の際には全国一律の保険料率が適用されたが，
協会けんぽになる直前の 2009 年 9 月からは都道
府県ごとの保険料率に変更されることになった。
協会けんぽの「都道府県ごとの保険料率」は，正
確には「協会けんぽ都道府県支部ごとの保険料
率」であり，基本的に会社の所在地（健康保険適
用事業所の届出を行っている場所）の属する「協会

表 2　労働保険の保険料率や事業主負担の現状
最終改定日：2015 年 4 月 1 日� （単位：％）

労働保険 事業の種類
①労働者�

負担
②事業主�

負担

①＋②�
雇用保険�

料率
失業等給付の�

保険料率
雇用保険二事
業の保険料率

雇用保険

一般の事業 5/1000 8.5/1000 5/1000 3.5/1000 13.5/1000

農林水産・清酒製造の事業 6/1000 9.5/1000 6/1000 3.5/1000 15.5/1000

建設の事業 6/1000 10.5/1000 6/1000 4.5/1000 16.5/1000

労災保険 事業の種類によって異なる。 全額事業主負担　2.5/1000 ～ 88/1000

表 3　社会保険の保険料率や事業主負担の現状
（単位：％）

社会保険 区分 保険料率 事業主負担 被保険者負担

医療保険

協会けんぽ�
（都道府県により保

険料率が異なる）

佐賀県 10.21 5.105 5.105

北海道 10.14 5.070 5.070

香川県 10.11 5.055 5.055

新潟 9.86 4.930 4.930

健保組合  8.861 4.431 4.431

介護保険
協会けんぽ  1.580 0.790 0.790

健保組合  1.403 0.709 0.694

厚生年金保険
一般 17.474 8.737 8.737

坑内員・船員 17.688 8.844 8.844

子ども・子育て拠出金�
（旧児童手当拠出金）

一律 0.15 0.150 ─

注：健保組合の中には医療保険保険料率の労使折半を適用しない組合もある。



日本労働研究雑誌� 33

けんぽ都道府県支部」によって保険料率が決まる
ので，被保険者の住所（居住地）ごとに変わらな
い。事業所が別々の都道府県にあっても，本社が
一括で「協会けんぽ」に申請している場合は，本
社が申請している「協会けんぽ都道府県支部の保
険料率」がすべての事業所に適用される。一方，
事業所ごとに申請しているケースでは，事業所ご
とに保険料率が異なる場合もある。
　2015 年 4 月 1 日現在の保険料率は佐賀県が
10.21％で最も高く，その次が北海道（10.14％），
香川県（10.11％）の順であった。保険料率が最も
低い地域は，新潟県（9.86％）であり，地域間に
最大 0.35％ポイントという保険料率の差が発生し
ている。
　一方，全国の 1410（平成 26 年 4 月 1 日現在）の
組合で構成されている，健康保険組合は，組合に
よって保険料率が異なる。2004 年に 7.5％であっ
た平均保険料率は 2014 年には 8.861％に 1.361％
ポイントも引き上げられた。�
　協会けんぽにおける介護保険の保険料率は全国
一律であり，2000 年の 0.6％から利用者の増加等
により 2014 年には 1.72％まで引き上げられた。
しかしながら 2015 年には介護サービスを提供し
た事業者に支払われる「介護報酬」が，9 年ぶり
に引き下げられることになり，保険料率も 1.58％
に引き下げられた。平成 26 年における健康保険
組合の平均介護保険料率は 1.403％で，雇用者の
負担分が 0.694%，事業主の負担分が 0.709% であっ
た。
　厚生年金の保険料率は，平成 16 年の年金制度
改革により，毎年 0.354% ずつ引き上げられ，平
成 29 年以降は 18.3% に固定される。20151 年 4
月時点における保険料率は 17.474% である。

2　社会保険料に対する企業意識

　ここでは三菱総合研究所（2010）が，2010 年
に経済産業省の委託を受け 3,986 の企業を対象に
実施した「企業負担の転嫁と帰着に係る調査研
究」に基づき，社会保険料等に対する企業の意識
を説明したい。まず，社会保障制度・社会保険料
に対する不満としては，「保険料率がたびたび上
がり，先どまり感がない」と思う企業が 71.0％で

最も多く，次が「社会保険料が高い」（54.4％），「事
業環境が悪化したときも負担が生じる」（45.8％）
の順であり，多くの企業が社会保険料に対する負
担を抱えていることがうかがえた。しかしながら，
社会保障制度のあり方に関しては「社会全体のた
めに，企業負担はやむを得ない」と回答した企業
が 52.7％で「負担は消費税等で国が見るべき」

（39.0％）と「企業環境が厳しいので企業の負担を
より小さくすべき」（29.6％）という回答を上回り，
社会保障制度の維持に対する意欲がある企業が多
いことが分かった。
　社会保険料の最終的な負担主体に関しては年金
と医療・介護を区分して聞いており，まず年金に
関しては「現状の制度が理想的」であると答えた
割合が 57.1％で「現状よりも従業員負担を増やす
べき」（21.7％）や「現状よりも企業負担を増やす
べき」（12.9％）より高かった。一方，「企業が全
て負担すべき」だと答えた企業は 0.5％に過ぎな
かった。次に医療に関しても，「現状の制度が理
想的」であると答えた割合が 54.6％で，他の回答
より高い結果となった。
　年金保険料の負担増への取り組みに関しては

「利益（資本の取り分）を減らした」と答えた企業
の割合が 50.6％で最も高かったが，「雇用量を削
減した」と「従業員の賃金を削減した」と答えた
企業の割合もそれぞれ 36.3% や 31.1％になってお
り，社会保険料に対する企業の負担増が雇用量や
賃金の削減という形で従業員に帰着される可能性
があることを見せてくれた。また，医療保険料の
負担増への取り組みにおいても「雇用量を削減し
た」と「従業員の賃金を削減した」と答えた企業
の割合もそれぞれ 34.9％と 32.7％で高く現れた。
さらに，社会保険料の上積み率が高くなればなる
ほど「従業員の賃金を削減する」または「雇用量
を削減する」と答える割合が高くなった（表 4）。
　一方，非正規従業員の割合が高い企業ほど，社
会保険料の負担増への取り組みとして「従業員の
賃金を削減する」または「雇用量を削減する」と
答えた企業の割合が高く現れた。さらに，非正規
従業員の割合が高い企業で社会保険料の上積みへ
の取り組みとして「正規雇用から非正規雇用への
代替」を考えると答えた企業が多かった。

論　文　非正規雇用増加の要因としての社会保険料事業主負担の可能性
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　このように，事業主は賃金のみならず社会保険
料に対する負担をできるだけ回避しようとしてい
る。社会保険料の額は事業所のある都道府県や，
加入する健康保険の種類により差はあるが，社会
保険（厚生年金と健康保険）や労働保険を（雇用保
険や労災保険）合わせて，給料のおよそ 3 割を占
めており，そのうち約半分を事業主が負担する仕
組みになっている。�
　例えば月給 30 万円の従業員を正規職として
雇った場合，事業主は毎月約 4 万 5 千円前後を負
担することになる。当然のことながら従業員数が
増えれば増えるほど事業主の負担はさらに増加す
るので，事業主は出来る限り社会保険料に対する
負担を最小化しようとする。実際，国税庁が把握
している，従業員の所得税を給与天引きで国に納
めている法人事業所，約 250 万カ所のうち，厚生
年金に加入しているのは約 170 万カ所だけで，約
80 万の事業所は加入を逃れている可能性が高い
と厚生労働省は発表している。事業所が加入して
いないと，従業員は国民年金保険料を自分で納め
るだけになり，老後は基礎年金しか受け取れない
ことになる。しかしながら国民年金の低い納付率
を考えると，この中には年金の保険料を払わず将
来無年金者になる人も多く存在することが予想さ
れる。例え，単純に厚生年金に加入していない事
業所一カ所に平均 5 人の従業員がいると仮定する
と，約 400 万人の雇用者が将来無年金者や低年金

者になることが推計できる 2）。

Ⅳ　非正規雇用労働者と社会保険

　日本における非正規雇用労働者の社会保険への
加入実態に関するデータは少なく，その代表的な
調査としては厚生労働省が実施した『就業形態の
多様化に関する総合実態調査』が挙げられる。こ
こでは 2003 年と 2010 年の調査を用いて，雇用形
態別法定福利制度（社会保険）や企業が独自的に
実施する法定外福利厚生制度の適用状況の動向を
調べてみた。
　表 5 は，法定福利制度や法定外福利厚生制度の
適用状況を正社員と正社員以外の労働者に区分し
てみたものであり，正社員に比べて正社員以外の
労働者の適用率が著しく低いことが分かる。また，
正社員以外の労働者における 2003 年と 2010 年の
適用率の変化を見ると，雇用保険，健康保険，厚
生年金の法定福利制度の適用率は 2003 年に比べ
て上がっていることに比べて，企業年金，退職金
制度，財形制度，賞与支給制度のように企業の財
政的負担が大きい法定外福利厚生制度の適用率は
むしろ低下した。
　表 6 は，正社員以外の労働者の福利厚生制度の
適用状況をより詳細にみたものであり，契約社員，
嘱託社員，出向社員，派遣労働者における 2010
年の社会保険の適用率は 2003 年に比べて上昇し

表 4　社会保険料上積みへの企業の取り組み
（単位：％）

製品・商品�
サービスの価格
を値上げする

原材料や仕入れ
価格を抑える

従業員の賃金を
削減する

設備・研究開発
投資を抑える�

雇用量を
削減する

利益（資本の取
り分）を減らす

年金保険料の負担増へ
の取り組み

 9.7 20.0 31.1 10.5 36.3 50.6

医療保険料の負担増へ
の取り組み

 8.7 17.7 32.7  9.5 34.9 56.0

①�社会保険料 0.5% 上
積みへの取り組み

13.1 28.4 37.3 12.1 41.5 48.2

①�社会保険料 2.5% 上
積みへの取り組み

18.3 31.9 46.8 14.6 49.2 47.7

①�社会保険料 5% 上積
みへの取り組み

23.7 33.5 51.8 17.0 53.8 48.9

資料出所：三菱総合研究所（2010）
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表 5　雇用形態別社会保険の加入状況
（単位：％，％ポイント）

調査年度 雇用保険 健康保険 厚生年金 企業年金 退職金制度 財形制度
賞与支給�

制度
福利厚生施
設等の利用

自己開発�
援助制度

正社員

2003 年度 99.4 99.6 99.3  34.0  74.7  46.1  82.4 49.2 27.7

2010 年度 99.5 99.5 99.5  30.7  78.2  43.4  83.2 51.2 31.5

変化
（％ポイント）

 0.1 －0.1 0.2 －3.3 　3.5 －2.7 　0.8  2.0  3.8

正社員
以外

2003 年度 63.0 49.1 47.1 　6.9  11.4 　7.3  33.6 18.4  7.1

2010 年度 65.2 52.8 51.0 　6.0  10.6 　6.9  32.4 24.1  9.3

変化
（％ポイント）

 2.2  3.7 3.9 －0.9 －0.8 －0.4 －1.2  5.7  2.2

資料出所：�厚生労働省（2003，2010）より筆者作成。

表 6　雇用形態別社会保険の加入状況
（単位：％，％ポイント）

調査年度 雇用保険 健康保険 厚生年金 企業年金 退職金制度 財形制度 賞与支給�
制度

福利厚生施
設等の利用

自己開発�
援助制度

契約社員

2003 年度 　79.0 　77.4 　72.2 　7.7  14.6  12.1  46.1  36.1  11.2

2010 年度 　85.1 　88.5 　85.4 　7.0  13.2  10.9  48.2  39.0  14.8

変化
（％ポイント） 　 6.1 　11.1 　13.2 －0.7 －1.4 －1.2 　2.1 　2.9 　3.6

嘱託社員

2003 年度 　83.5 　87.7 　84.5  15.2  18.2  15.9  58.5  39.7 　9.9

2010 年度 　84.0 　87.8 　85.2  18.2  17.0  14.2  53.2  42.5  12.0

変化
（％ポイント） 　 0.5 　 0.1 　 0.7 　3.0 －1.2 －1.7 －5.3 　2.8 　2.1

出向社員

2003 年度 　87.4 　90.9 　89.3  44.6  75.3  57.4  80.6  72.8  48.0

2010 年度 　90.3 　94.9 　92.6  52.0  82.7  61.2  88.2  74.8  56.6

変化
（％ポイント） 　 2.9 　 4.0 　 3.3 　7.4 　7.4 　3.8 　7.6 　2.0 　8.6

派遣労働者

2003 年度 　77.1 　69.9 　67.3 　2.9 　7.3 　4.1  15.7  31.9 　9.9

2010 年度 　84.7 　77.9 　75.6 　3.9 　9.3 　4.4  16.1  29.1  13.2

変化
（％ポイント） 　 7.6 　 8.0 　 8.3 　1.0 　2.0 　0.3 　0.4 －2.8 　3.3

臨時的労働
者

2003 年度 　28.7 　24.7 　22.7 　0.8 　6.6 　1.6 　9.2 　9.5 　1.3

2010 年度 　16.0 　13.5 　11.0 　0.2 　1.5 　1.3 　3.3 　7.7 　0.0

変化
（％ポイント） －12.7 －11.2 －11.7 －0.6 －5.1 －0.3 －5.9 －1.8 －1.3

パートタイ
ム労働者

2003 年度 　56.4 　36.3 　34.7 　4.3 　6.0 　3.2  29.2 　9.8 　3.8

2010 年度 　55.3 　35.3 　33.8 　2.7 　5.4 　2.8  25.8  17.4 　5.6

変化
（％ポイント）  －1.1 －1.0  －0.9 －1.6 －0.6 －0.4 －3.4 　7.6 　1.8

その他

2003 年度 　70.9 　67.0 　65.6 　5.8  14.2 　6.2  35.6  20.4 　4.4

2010 年度 　74.6 　70.0 　67.9 　3.5  10.9 　5.9  39.0  19.7 　6.1

変化
（％ポイント） 　 3.7 　 3.0 　 2.3 －2.3 －3.3 －0.3 　3.4 －0.7 　1.7

資料出所：�厚生労働省（2003，2010）より筆者作成。
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ていることに比べて，同期間における臨時的労働
者やパートタイム労働者の適用率は低下してい
る。
　これらの結果によると日本では福利厚生制度が
内部労働市場でキャリアを形成している正社員を
中心にして成り立っていることがわかる｡

Ⅴ　社会保険料の帰着や非正規雇用労働
者の増加要因に関する考察

1　社会保険料の帰着に関する先行研究の考察

　社会保険料の事業主負担が増加すると，企業は
雇用量を減らすか賃金を削減する形で対応する可
能性がある。あるいは雇用量は維持したまま，社
会保険料に対する負担が大きい正規労働者を減ら
し，その分社会保険料に対する負担が相対的に小
さい非正規雇用労働者を雇うこともありえるだろ
う。
　社会保険料の帰着に関する先行研究は，ほとん
どが社会保険料の事業主負担が雇用よりは労働者
の賃金に転嫁されているという結果を出してい
る。Brittain（1971）は国別データを用いて分析
を行っており，分析の結果，事業主が負担すべき
社会保険料は労働者の賃金を減らす形で労働者に
転嫁されていると説明している。しかしながら，
Feldstein（1972）は，Brittain（1971）の社会保険
料が労働者の賃金に転嫁しているという分析結果
は，理論的検討や回帰分析によって十分に支持さ
れていないことや労働市場の需要方程式のみを評
価していることを問題視している。
　Holmlund（1983）はスウェーデンにおける時
系列データ（1950 年から 1979 年まで）の時間当た
り賃金率，生産者物価指数，消費者物価指数など
を 用 い て， 事 業 主 が 負 担 す る 社 会 保 険 料 率

（payroll� tax）の増加の賃金への転嫁に関する分析
を行った。実際，スウェーデンにおける事業主負
担の社会保険料は 1950 年の 6％から 1970 年代末
には 40％まで引き上げられた。分析では引き上
げられた事業主負担の約 50％が労働者の賃金に
転嫁されたという結果が出ている。
　Summers（1989）は，社会保険料の事業主負担

が賃金と雇用に与える効果に対して言及してお
り，社会保険料の事業主負担は労働需要曲線に影
響を与え，雇用者が実際に受け取る賃金の低下を
もたらすものの，必ずしも雇用量の減少がもたら
されるとは限らない，つまり賃金は減るが，雇用
量についてはわからないと説明している。
　Gruber�and�Krueger�（1991）は，Summers�（1989）
の主張を簡単な公式を利用してより具体的に説明
している。労働供給曲線を Ls＝f（W＋αC），労
働需要曲線を Ld＝（W＋C）と仮定しており，W
は賃金率，C は事業主が負担する保険料，αC は
健康保険に対する労働者の価値評価である。式

（1）は，事業主が負担する保険料の変化に対する
賃金の変化を示しており，ηs とηd は，それぞ
れ労働供給と労働需要の価格弾力性である。例え
ば，α＝1 であるときには，賃金は事業主が負担
する保険料分まで下がる。つまり，事業主が負担
する保険料はすべて労働者の賃金に転嫁されるこ
とになる。

（1）　dW/dC ＝－（ηd－αηs）/（ηd－ηs）

　式（2）は，事業主が負担する保険料の雇用へ
の影響を示している。式（2）は義務づけられた
健康保険により影響を受けた雇用量は，健康保険
の提供による賃金相殺とは逆の関係があることを
示している（W0：健康保険が導入される以前の賃金，
W2：健康保険が導入された後の賃金（労働者が健康
保険はある程度価値があると判断したケース））。

（2）　dL/L＝ηd（W0－W2－C）/W0

　Gruber（1997）は，チリにおける給与税 3）改
革と社会保険制度の民営化に注目して分析を行っ
た。1981 年の改革は，社会保険制度を民営化す
ることによって公的社会保険の財源を雇用主によ
る給与税から一般歳入に移転させ，事業主の社会
保険支出に対する負担を大きく減少させた。彼は
このようなチリの急速な給与税の変化に着目し，
1979 ～ 1986 年の事業所データ 4）を用いて社会保
険制度に対する財源移転が労働市場に与える影響
を分析した。その結果，企業の給与税負担の減少
は，雇用には大きな影響を与えず，より高い賃金
という形で賃金に転嫁されていると結論づけてい
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る。
　 日 本 の 先 行 研 究 と し て は Komamura�and�
Yamada（2004），岩本・濱秋（2006），Tachibanaki�
and�Yokoyama�（2008）などが挙げられる。
　Komamura� and�Yamada（2004）は，Gruber

（1995）の研究方法に基づいて賃金関数を推計し，
事業主負担の健康保険料率の変化が労働者の賃金
に与える影響を分析している（式（3））。

　（3）　W＝f（tf，X）

　　W��：賃金，tf：事業主負担の健康保険料率，X：
健康保険組合の属性

　分析では，健康保険組合連合会の「健康保険組
合の現勢」と「健康保険組合事業年報」の 7 年間

（1995 ～ 2001 年度）の健康保険組合ごとのデータ
がパネル化され使われている。分析の結果，健康
保険料の事業主負担は労働者の賃金に帰着してい
るという結果が出ている。一方，Tachibanaki�
and�Yokoyama�（2008）では，Komamura� and�
Yamada�（2004）とは逆に社会保険料の労働者負
担が事業主に転嫁されていると結果が出た。
　岩本・濱秋（2006）は，社会保険料の事業主負
担が誰の負担になるかについての理論的議論と
Tachibanaki�and�Yokoyama（2006）と Komamu-
ra�and�Yamada（2004）の研究に対する考察を
行っており，両論文の研究で得られている，解釈
が困難な結果，すなわち，「賃金への正の影響」，

「賃金への完全な転嫁」は，事業主負担が内生的
に変動するためにバイアスをもった推計結果が得
られたと説明している。そこで，このような解釈
が困難な結果が除外されると，事業主負担は賃金
に部分的に転嫁するという結果が妥当であると結
論づけている。
　酒井（2006）は，2000 年に導入された介護保険
制度により新しく発生することになった事業主の
保険料負担が労働者に転嫁されているかどうかを

「賃金センサス」のデータを用いて差分の差分法
（differences� in�differences�estimation）による推計
を行っている（式（4））。

　（4）　lnwit＝X´itβ0＋βafter＋δDDit＋εit

wit� t 年における i 年齢階層の各種賃金指

標
Xit� t 年における i 年齢階層の説明変数（年

齢，年齢二乗，学歴，勤続年数，企業規模）
βafter� 介護保険導入後の時点効果
DDit� 2000 年以降 40 歳以上の年齢階層を 1

とするダミー変数
　酒井（2006）は，分析の結果に対して，「事業
主負担と賃金の間には逆相関の関係が見られた
が，それが本当に制度変更の影響と言えるかどう
かはっきりした結論を得ることはできなかった」
と説明した。
　太田（2008）は，経済学で，「たとえ企業が完
全に負担することになっている労災保険料でも，
特別な場合を除いて，労働者が実質的にその一部
を負担している。または企業負担割合を上げて，
労働者負担割合を下げても労働者の手取り収入は
変わらないと主張していることに対して，経済学
は直接にあるいは一時的に生じる効果だけでな
く，それが間接にあるいは長期的にもたらす様々
な効果を考慮に入れるからである」と説明してい
る｡
　Miyazato�and�Ogura�（2010）は，『就業構造基
本調査』や組合管掌健康保険の年間事業報告書の
データを用いて，事業主の健康保険と介護保険に
対する保険料率負担が労働者の賃金に転嫁されて
いるかどうかを分析している（式（5））。分析で
は，事業主の社会保険料負担の増加は賃金率に負
の影響を与えるという結果が出たが，統計的に有
意ではなかった。一方，事業主の社会保険料負担
の増加は，正規労働者と非正規雇用労働者の賃金
格差を縮小させるという結果が得られた。

　（5）　lnwi＝β0＋Xiβ＋γiτj＋εi

wit� 労働者の賃金率
Xi��� 労働者の個人属性（年齢，性別，産業，

地域，企業規模）
τi� 事業主の健康保険と介護保険に対する

保険料率
　一方，社会保険料の雇用への転嫁に関する研究
として Baicker�and�Chandra（2006）や金（2008）
が挙げられる。Baicker�and�Chandra（2006）は，
健康保険料の増加が雇用水準や正規職と非正規職

論　文　非正規雇用増加の要因としての社会保険料事業主負担の可能性
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の分布に与える影響について実証分析を行ってい
る。分析では，健康保険料が 10％増加すると，
雇用される確率が 1.2％ポイント減り，労働時間
も 2.4％減るという結果が出た。一方，労働者が
非正規職として雇われる可能性は 1.9％ポイント
まで増加した。事業主が提供する健康保険の適用
を受ける労働者の場合，保険料の増加は，賃金を
2.3％減らす結果となった。
　金（2008）は，1984 ～ 2003 年における日本の
上場企業の財務諸表をパネル化し，社会保険料を
含む福利厚生費などの増加が企業の雇用に与える
影響を分析した｡ 分析には日本政策投資銀行と財
団法人日本経済研究所の�『企業財務データバン
ク』と日本経済新聞社の『Financial�Quest』，そ
して東洋経済新報社の�『会社四季報』�をマッチン
グさせてパネルデータを作成して使用している。
分析では，企業が負担する福利厚生費は雇用者数
に有意に負の影響を与えているという結果が出て
おり，福利厚生費の増加が雇用に転嫁されている
ことが証明されている。また，社会保険料を含む
福利厚生費が全雇用者と正規雇用者に与える影響
を比較・分析し，福利厚生費は，全雇用者よりも
正規雇用者の雇用により負の影響を与えていると
いう結果を出している。
　社会保険料の帰着に関する最近の日本の研究と
しては，小林他（2015）が挙げられる。小林・そ
の他（2015）は，『税・社会保険料等の企業負担
に関する意識調査』（以下，企業負担に関する意
識調査）と『企業活動基本調査』をマッチングし
たデータセットを用いて，企業の公的負担の変化
が企業行動に及ぼす影響について分析を行っ
た 5）。分析では，被説明変数として企業の負担吸
収・利益分配割合を，説明変数として資本金，従
業者数，企業年齢（年），売上高経常利益率，企
業属性ダミー等を用い，8 つの仮説を検証するた
めの回帰分析を行っている（式（6））。

（6）　Responseij＝Xiβ1...3＋PSiβ4＋dMFiβ5

＋EXiβ6＋dAFiβ7＋dAFAiβ8＋FDIiβ9＋
FIiβ10＋DTiβ11＋EMPiβ12...14＋dLCiβ15＋
IRiβ16＋εij

Responseij 公的負担の変更に対する負担吸

収・利益分配割合
i 企業，εij 誤差項ベクトル，j 公的負担が増加・

減少する場合の対応
Xit 企業属性行列（資本金，従業員数，企業年齢）
PS 売上高経常利益率，dMF 製造業ダミー変

数，EX 輸出比率
dAF 海外に子会社や関連会社があるかどう

かのダミー
dAFA アジアに子会社や関連会社があるかど

うかのダミー
FDI 企業の資本金に占める海外関係会社へ

の株式および出資金残高
FI 外資比率，DT 負債比率，EMP 従業者に

関する属性ベクトル（パート比率，派遣比
率等）

　分析の結果，企業は多様な負担吸収・利益分配
行動をとる用意があること，社会保険料の変化は
正規労働者の賃金・雇用に大きな影響を及ぼすが，
法人税は設備・研究開発投資に影響を及ぼす傾向
が強いこと，短期的には利益の増減で対応する傾
向が強いが，中期的には雇用・賃金や投資などで
対応する割合が高くなること，流動性制約に直面
している企業は手元キャッシュを重視すること，
規模の大きな企業は公的負担を外部に転嫁するこ
となどがわかったと説明している。

2　労働の需要曲線と供給曲線を用いた先行研究の
考察

　ここでは社会保険料の帰着に関する理解を深め
るために労働需要曲線と労働供給曲線を用いて社
会保険料の帰着問題を説明した。
　Gruber�and�Krueger（1991）や 大 竹（1998）は，
社会保険の企業負担分を企業が負担しているの
か，労働者の賃金の中に含まれているのか，つま
り労働者に社会保険料の事業主負担分が転嫁・帰
着されているかを分析するために労働需要曲線と
労働供給曲線を用いている。一般的に労働市場で
は賃金が上がれば働きたいという希望を持つ労働
者が増え労働の供給量が増加する。一方，企業側
は賃金が増加すると雇用を減らすので労働の需要
量は減少する。その結果，賃金と雇用量は労働の
需要曲線と労働の供給曲線の交点で決まる。
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　図 5 の D0 と S0 はそれぞれ企業負担の社会保険
料が発生する前の労働需要曲線と労働供給曲線で
あり，市場での均衡賃金は W0 で，雇用量は E0

で決まる。ここに企業が負担する社会保険料が雇
用者の賃金に対して t％追加されると，企業は既
存の雇用量 E0 を維持するために，労働者に支払
う賃金を下げることを考えるので，賃金は W0（1
－t）に調整され，企業の労働需要曲線は D1 にシ
フトされる。この際，労働の供給曲線は変化しな

いので，市場の均衡点は既存のAからBに変わり，
賃金は W1 に，雇用量は E1 になる。結果的に，
企業負担の社会保険料は，①労働者の賃金の低下

（W0 から W1 へ）や②雇用量の低下（E0 から E1 へ）
という形で労働者に転嫁されることになる。
　では，雇用形態により社会保険の適用条件が異
なるとどうなるだろうか。例えば，正規労働者の
場合は企業負担の社会保険料が発生するが，非正
規雇用労働者の場合は，企業負担の社会保険料が

論　文　非正規雇用増加の要因としての社会保険料事業主負担の可能性

図 5　企業負担の社会保険料導入が雇用量や賃金に与える影響

資料出所：大竹（1998）『労働経済学入門』日本経済新聞社を筆者加筆。
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図 6　企業負担の社会保険料導入が雇用量や賃金に与える影響
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発生しないケースを考えてみよう。企業は，社会
保険料や賃金に対する企業負担を減らす目的で社
会保険に対する適用義務が強制的ではない非正規
雇用労働者の雇用により積極的な動きを見せるだ
ろう。図 6 の Sre や Dre は，それぞれ正規労働者
の労働供給曲線や労働需要曲線を示しており，A
は正規労働者の賃金（Wre）と雇用量の均衡点で
ある。一方，Snon や Dnon は，それぞれ非正規雇用
労働者の労働供給曲線や労働需要曲線を示してお
り，C は非正規雇用労働者の市場の均衡点であり，
非正規雇用労働者の賃金（Wre）が正規労働者に
比べて低い水準で決まる。
　次は，正規労働者の労働時間が賃金の変動に対
して非弾力的であるケースを考えてみよう。つま
り，労働者が社会保険料に対する負担分は将来の
給付と等しいあるいはそれ以上の価値があると判
断した場合は，労働供給曲線は社会保険料の増加
により賃金が増加しても反応しない。図 7 におけ
る Sre は，正規労働者の労働供給曲線を示してお
り，大竹（1998）などを参考すると，正規労働者
の場合は，賃金の変動に対して労働時間が硬直的
であるため，企業負担の社会保険料が導入されて
も賃金が Wre_0 から Wre_0（1－t）に減少するだけ
で，雇用量は E0 のまま変化しないことが分かる。
この場合は企業の負担する社会保険料はすべて労

働者に転嫁されることになる。一方，社会保険料
が労働者に転嫁されることにより社会保険料に対
する企業の負担が発生せず，雇用量も変化しない
場合でも，労働市場に社会保険への加入義務がな
く，社会保険料が転嫁された正規労働者の賃金

（Wre_0（1－t））よりも安い賃金（Wnon）の非正規雇
用労働者（労働供給曲線は Snon）が存在する場合，
企業は人件費を節減し，より利益を得る目的で正
規労働者の代わりに非正規雇用労働者の雇用を考
慮することも考えられる。その場合，企業の労働
需要曲線は Dnon に移動する。
　島崎（2011）は，今まで社会保険が適用されて
いなかった労働者に社会保険が適用されるケース
を例として説明しながら，社会保険料の事業主負
担の帰着は労働需要と労働供給の賃金弾力性の大
小にもっぱら依存すると主張している。図 8 は，
一般的な労働市場に新たに社会保険料の負担が追
加されたケースである。社会保険料の負担により，
企業が労働者を雇う際の一人当たり人件費（W1）
は既存の手取り賃金（W0）のみから，手取り賃
金（W0）＋社会保険料（T）に変わることにな
る。社会保険料（T）の追加により一人当たり人
件費が高くなったので，企業の雇用量は E0 から
E1 に低下する。また，社会保険料に対する負担
は労使折半であるので，労働者においても賃金に

図 7　労働供給曲線が垂直な場合の社会保険料負担

資料出所：大竹（1998）『労働経済学入門』日本経済新聞社を筆者加筆
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社会保険料が加わると，手取りの賃金が減ること
になる。つまり，企業の人件費は増加（線分 AD）
する一方，労働者の賃金は低下（線分 BD）し，
雇用量は減少（線分 CD）する。
　社会保険料に対する実質的な事業主負担割合
は，線分 AD/ 線分 AB に表すことができ，線分
AB に比べて線分 AD が大きければ，社会保険料
の事業主負担が労働者負担に比べて大きいことを

意味し，逆に線分 AD が小さければ労働者負担
が大きいことを意味する。従って，実質的な負担
比率を決めるのは労働需要曲線と労働供給曲線の
傾き（賃金弾力性）である。図 9 は，労働需要の
賃金弾力性が高い（事業主側の負担が小さく，労働
者側の負担が大きい）場合を，図 10 は，労働供給
の賃金弾力性が高い（事業主側の負担が大きく，労
働者側の負担が小さい）場合を示している。但し，

論　文　非正規雇用増加の要因としての社会保険料事業主負担の可能性

図 8　賃金と雇用量の決定

資料出所：�島崎（2011）『健康保険制度における事業主の役割に関する調査研究報告書』
健康保険組合連合会を筆者加筆。
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図 9　賃金と雇用量の決定（労働需要の賃金弾力性が高い場合）

資料出所：�島崎（2011）『健康保険制度における事業主の役割に関する調査研究報告書』健康保険組合連合
会を筆者加筆。
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図 6 からも分かるように非正規雇用労働者に社会
保険が適用されない場合には，事業主の社会保険
料に対する負担は減るので，事業主は労働者の人
件費を W0 以下に維持しながら，社会保険が適用
される以前の雇用量を維持することができるだろ
う。

3　非正規労働増加の要因：シフト・シェア分析に
よる要因分解

　非正規労働の増加（トレンド）が，非正規とい
う就業形態を望む労働者の増加によってもたらさ
れているのか（供給要因），それとも経済構造の
変化による企業の採用や人材活用の変化，社会保
険料などの人件費の削減（需要要因）によるもの
なのか，そのどちらの要因がトレンドを説明する
主要なものなのかをみるために，本節ではシフト・
シェア分析を使って要因分析を行った（式（7））。

まず簡単にシフト・シェア分析を説明したい。

（7）　dpt－t＋1＝ΣptdWij＋Σdp×Wt_ij＋Σdp・dW

dpt－t＋1：t 期と t＋1 期の間の非正規雇用労働
者比率（p）の変化

Wij：性別（i）年齢階層別（j）の労働者の構
成比

　上の数式は，t 期から t＋1 期の非正規雇用労働

者の増減率を，ふたつの要因に分解したものであ
る。最初の項は，各年齢別・性別の非正規雇用労
働者比率を t 期に固定し，雇用者の性別・年齢階
層別の構成比が t 期から t＋1 期のあいだに変化
した場合の非正規雇用労働者の変化率を計算した
ものである。非正規就労の選好が強い（たとえば
学生や既婚女性など）性・年齢階層が，t 期と t＋1
期で増加していれば，この項はプラスとなり，減
少していればマイナスとなる。ここではこれを供
給要因に起因する変化ととらえる。
　第二項目は，労働者の性別年齢階層別の構成比
を t 期に固定し，非正規比率のみが t 期と t＋1
期のあいだで変化した場合の非正規雇用労働者の
変化率を計算している。同じ性・年齢階層内での
非正規比率の変化は，採用側（企業）の変化に依
存すると考え，これを需要要因としている。最後
の項は，交差項である。
　表 7 は，以上にのべた供給要因と需要要因が全
体の非正規雇用労働者の変化率に，どれだけ貢献
しているのか，その寄与率をみたものである。
　総務省の『労働力調査』をもとに，非正規全体，
パート・アルバイトの合計，ならびに，アルバイ
ト，パートタイマーという 4 つのグループについ
て， ① 1992 年 か ら 2002 年 と， ② 2003 年 か ら
2013 年のそれぞれの期間について，変化率を要

図 10　賃金と雇用量の決定（労働供給の賃金弾力性が高い場合）

資料出所：�島崎（2011）『健康保険制度における事業主の役割に関する調査研究報告書』
健康保険組合連合会を筆者加筆。
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因分解した結果が表 7 である。
　これをみると，日本の 1992 年から 2002 年では
97.2％，2003 年から 2013 年では，非正規雇用労
働者の増加の 68.6％が，企業の採用方針や人材育
成の変化による需要要因によって説明されること
がわかる。
　さらに，パートタイマーとアルバイトに分けて
要因分解をすると，1992 年から 2002 年では，需
要要因が増加の 60.3％を説明するが，2003 年か
ら 2013 年にかけては，需要要因と供給要因の比
重が逆転して，供給要因の説明力が 72.0％で需要
要因の 19.9％を上回っている。非正規労働が男性
にも広がったことが，第 2 の稼ぎ手である妻の就
業率を高め，それがここに反映されている可能性
もある。
　他方，アルバイトについてみると，2 期間とも
に需要要因がすべての変化を説明している。とく
に2003年から2013年にかけては，説明力が強まっ
ている。大沢・金（2010）は，90 年代に進展した
労働力の非正規化によって，若者の労働市場が大
きく変容し，雇用の入り口における正社員として
の就職口が狭まっていることが原因であると説明
している。

Ⅵ　短時間労働者に対する社会保険の適
用拡大と今後の課題

　2015 年 4 月に施行された短時間労働者の雇用
管理の改善等に関する法律により，2016 年 10 月
から短時間労働者に対する厚生年金や健康保険の

適用が拡大される。短時間労働者に社会保険を適
用拡大する目的は，非正規雇用労働者のセーフ
ティネットを強化することで，社会保険における

「格差」を是正することや社会保険制度における，
働かない方が有利になるような仕組みを除去する
ことにより，特に女性の就業意欲を促進し，今後
の人口減少社会に備えることである。
　基本的には今まで週 30 時間以上の短時間労働
者に適用された厚生年金や健康保険が週 20 時間
以上の短時間労働者にも適用されることになる。
改正法が適用されると約 25 万人の短時間労働者
が新しく社会保険の適用対象になり，社会保険の
恩恵を受けられることが予想されているが，企業
の社会保険料に対する負担は以前より増加するこ
とになる。本文ですでに言及したように，企業は
①社会保険料に対する事業主負担分を労働者の賃
金へ転嫁，②社会保険が適用されない非正規雇用
労働者の雇用拡大，③既存の正規労働者の労働時
間の延長や新規採用の縮小，④短時間労働者の労
働時間の短縮などで企業負担を最小化しようとす
る可能性がある。①と②に関しては本文ですでに
言及したので，ここでは③と④を中心に論ずる。　
　社会保険は労働者個人ごとに適用されるので，
事業主にとっては労働者を新しく雇って従業員の
数を増やすよりは，既存の従業員の労働時間を増
やすという選択もできるだろう。実際に，Cutler�
and�Madrian（1998）によると，1979 年に比べて
健康保険料が高くなった 1992 年における 1 週間
の労働時間が 40 時間以上の労働者数割合は 1979
年と比べて 7.1％ポイント増加した。一方，1 週

論　文　非正規雇用増加の要因としての社会保険料事業主負担の可能性

表 7　日本におけるパート／アルバイト労働者増加の要因分解結果

日本
1992 ～ 2002 年 2003 ～ 2013 年

合計 供給 需要 交差項 合計 供給 需要 交差項

全非正規
10.20 0.90 9.92 －0.62 6.28 1.87 4.31 0.10

100% 　 8.9%  97.2% －6.0% 100.0% 　 29.9%  68.6% 　 1.6%

パート・アルバイト
 6.27 0.55 6.34 －0.62 3.34 1.3 1.92 0.12

100% 　 8.8% 101.0% －9.8% 100.0% 　 38.9%  57.5% 　 3.6%

パートタイマー
 3.12 1.10 1.88 0.14 2.71 1.95 0.54 0.22

100% 　35.3%  60.3% 4.4% 100.0% 　 72.0%  19.9% 　 8.1%

アルバイト
 3.16 －0.55 4.46 －0.75 0.63 －0.65 1.38 －0.1

100% －17.2% 141.0% －23.8% 100.0% －103.2% 219.0% －15.9%
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間の労働時間が 40 時間未満の労働者数割合はす
べて低下する結果が出た（表 8）。
　表 9 は，Cutler�and�Madrian（1998）を参考に，
日本における週所定労働時間階級別適用労働者数
割合 6）の 2 時点間（2003 年と 2013 年）の変化を
見たものである。参考までに厚生年金や健康保険

（協会健保）の保険料率はそれぞれ 2003 年の
13.58％や 8.2％から 2013 年には 16.412％や 10%
まで引き上げられており，事業主の社会保険料に
対する負担は増加している状態である。厚生労働
省の『就労条件総合調査結果』によると，日本に
おける 2013 年の 40 時間以上の労働者割合は
51.0％で 2003 年の 40.4％に比べて 10.6％ポイン
トも増加しており，社会保険費に対する事業主の
負担増加が既存労働者の労働時間を増やした可能
性がうかがえる。
　また，④に関して�佐藤（2015）は，パート社員
の 1 週間の労働時間を短くすることは，活用する
パート社員の数が増加することを意味し，企業の
管理コスト全体を増大させ，さらにはパート社員
を管理している正社員の負荷を高めることになる

と指摘しながら，単に社会保険料負担だけでなく，
潜在化している管理コストを含めた有期労働契約
社員の活用を検討する必要があると提案してい
る。

Ⅶ　お わ り に

　本稿では社会保険料の事業主負担が非正規雇用
増加に与えた影響を見るために，既存のデータや
先行研究を再考察した。日本では現在 5 つの公的
社会保険制度が実施されているが，急速な少子高
齢化の影響により保険料率が引き上げられ，事業
主や労働者の負担が継続的に増加している。企業
に対するアンケート調査などによると，企業の社
会保障制度・社会保険料に対する不満は高く，多
くの企業が社会保険料に対する負担を抱えている
と答えている。
　先行研究の分析結果によると，事業主は増え続
ける社会保険料に対する負担を回避するために，
①社会保険料に対する事業主負担分を労働者の賃
金へ転嫁，②社会保険が適用されない非正規雇用

表8　アメリカにおける週所定労働時間階級別適用労働者数割合の変化
（単位：％，％ポイント）

1979 年 1992 年 変化

単位 ％ ％ ％ポイント

25 時間未満 0.5 0.4 －0.1

25 ～ 39 時間 5.1 3.8 －1.3

40 時間 61.3 55.7 －5.6

40 時間以上 33.0 40.1 7.1

資料出所：Cutler,�David,�and�Brigitte�Madrian（1998）

表 9　日本における週所定労働時間階級別適用労働者数割合の変化
（単位：％，％ポイント）

区分
2003 年 2013 年 40 時間以上の

変化40 時間未満 40 時間以上 40 時間未満 40 時間以上

単位 ％ ％ ％ ％ ％ポイント

計 59.6 40.4 48.9 51.0 10.6�

1,000 人以上 71.4 28.6 61.5 38.4 9.8�

300 ～ 999 人 59.3 40.7 54.2 45.8 5.1�

100 ～ 299 人 55.2 44.8 40.7 59.2 14.4�

30 ～ 99 人 42.4 57.6 35.3 64.9 7.3�

資料出所：厚生労働省『就労条件総合調査結果』各年度より筆者作成。
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労働者の雇用拡大，③既存の正規労働者の労働時
間の延長や新規採用の縮小，④短時間労働者の労
働時間の短縮などの対策を実施していることがわ
かった。また，シフト・シェア分析でも最近の非
正規労働の増加は供給要因よりは需要要因が強い
という結果が出た。
　政府は今後非正規雇用労働者のセーフティネッ
トを強化し，女性の就業意欲を促進する目的で短
時間労働者に対する社会保険の適用を拡大する計
画であるが，このような政府の動きが，社会保険
料に対する負担を回避しようとする企業の行動に
どのような影響を与えるのか注目されるところで
ある。特に，社会保険料が適用されない短時間労
働者などの非正規労働者の雇用量の変化に注目し
たい。残念ながら今までの社会保険料の帰着に関
する内外の研究は，その大部分が賃金への帰着に
集中しており，雇用量や雇用形態への影響を分析
した研究はまれである。その理由としては，長期
間にわたり，企業の社会保険料の支出や従業員の
雇用形態の変化などを分析できるデータが提供さ
れていない点が考えられる。従って，今後より精
緻な企業パネルデータなどを構築することによ
り，社会保険料の事業主負担が労働者の賃金のみ
ならず，雇用量や雇用形態に与える影響を明確に
分析する必要がある。

 1）次の業種では，従業員の人数に関わらず適用事業所となら
ない。ただし，手続きを経て任意適用事業所となることは可
能である。①農業，林業，水産業，畜産業，②旅館，料理店，
飲食店，映画館，理容業等の接客娯楽業，③弁護士，税理士，
社会保険労務士等の法務業，④神社，寺院，教会等の宗教業。

 2）厚労省と日本年金機構は新年度の４月以降，強力な指導に
乗りだし，応じなければ立ち入り検査も実施した上で，強制
的に加入させる方針である。日本政府は新年度予算案に，臨
時職員などを確保する事業費 101 億円を盛り込んでいる。

 3）給与税は社会保険料とその他の給与税を含めている。
 4）事業所の賃金と税金関連データを含めている。
 5）企業負担に関する意識調査では，過去 5 年間における各企

業の社会保険料（年金・医療）負担増や将来の社会保険料負
担増，そして将来の法人実効税率増減に対する企業の対応に
ついて聞いている。一方，企業活動基本調査は，企業活動の
実態を明らかにし，企業に関する施策の基礎資料を得ること
を目的に経済産業業が 1992 年から毎年実施している調査で
あり，各企業の従業員数や財務状況，そして事業内容などが
利用できる。

 6）労働者のうち所定労働時間の定めのない者を除く。
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